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政府では、「北朝鮮 IT 労働者に関する企業等に対する注意喚起」を策定し、財務省を含む関

係省庁のホームページにおいて公表しています。 

お取引の内容によりましては、この注意喚起により求められている対策がとられているか

等を当庫から確認させていただく場合があります。お手数をお掛けしますが、何卒ご理解・

ご協力のほどお願い申し上げます。 

 詳細は、以下「北朝鮮 IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表（財務省）の

Webサイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

リンク 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240326.html 

 

「北朝鮮 IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表（令和 6 年 3月 26 日）：財務

省（mof.go.jp） 

 

 

北朝鮮 IT労働者とは、身分をなりすますなどして、オンラインのプラットフォームなどを

利用して企業から仕事を請け負い、収入を核・ミサイル開発の資金源として利用する IT技

術者のこと 

 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20240326.html

